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いるが、案件形成調査については、上記１．に述べた円借款との連携や JICA 開

発調査につながる案件となる場合も想定されるところから、JICA 環境社会配慮

ガイドラインとの整合性も踏まえて、「ジェトロ環境社会配慮ガイドライン」と

して策定する必要があると考える。また、ジェトロとして議論の進捗を随時公

開した形式で、本策定委員会を開催している経緯からも、ホームページなどを

通じて環境社会配慮に関わる理念と目的を、広く国民にも示す絶好の機会にな

るものと思う。なお、ＣＳＲの扱いについては、ガイドラインの中に入れるの

か、別の形でまとめるのかについて議論を続けながら合意形成を図ってゆくこ

とが望ましいと考える。 

 

 

３．案件形成調査に関する環境社会配慮手続きについて 

 審査採択段階で公募提案書に求められる事項に関し、案件発屈 形総ぉ調こ
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